
共同処理制度 制度の概要 運用状況（R5.7.1現在）

事務の委託

機関等の共同設置

協議会

地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組
織等を複数の地方公共団体が共同で設置する制度。

地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画作
成を行うための制度。

地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共
団体に委ねる制度。

法
人
の
設
立
を
要
し
な
い
簡
便
な
仕
組
み

○設置件数：２２７件
○主な事務：消防５９件（２６．０％）、救急２６件（１１．５％）、
広域行政計画２２件（９．７％）

○設置件数：４４５件
○主な事務：介護区分認定審査１２８件（２８．８％）、公平委員
会１０６件（２３．８％）、障害区分認定審査１０６件（２３．８％）

○委託件数：６，８１５件
○主な事務：住民票の写し等の交付１，３３８件(１９．６％)、
公平委員会１，１６７件（１７．１％)、競艇８６４件(１２．７％)

広域連合

一部事務組合

別
法
人
の
設
立
を
要
す
る
仕
組
み

地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するた
めに設ける特別地方公共団体。

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認め
られる事務を処理するために設ける特別地方公共団体。国又は
都道府県から直接に権限や事務の移譲を受けることができる。

○設置件数：１，３９２件
○主な事務：ごみ処理３８７件（２７．８％）、し尿処理３０４件（２１．
８％）、消防・救急各２６７件（１９．２％）

○設置件数：１１７件
○主な事務：後期高齢者医療５２件（４４．４％）、介護区分認定審
査４５件（３８．５％）、障害区分認定審査３０件（２５．６％）

（注１） 法人の設立については、特別地方公共団体の新設に係るものであり、総務大臣又は都道府県知事の許可を要するものとされている。

広域連携の仕組みと運用について

（注２） 地方開発事業団、役場事務組合及び全部事務組合については、地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３５号）により廃
止。

連携協約 地方公共団体が、連携して事務を処理するに当たっての
基本的な方針及び役割分担を定めるための制度。

○締結件数：４６７件
○連携中枢都市圏の形成に係る連携協約：３４８件
（７４．５％）、その他：１１９件（２５．５％）

事務の代替執行 地方公共団体の事務の一部の管理・執行を当該地方公共
団体の名において他の地方公共団体に行わせる制度。

○代替執行件数：３件
○上水道に関する事務：１件、簡易水道に関する事務１件、
公害防止に関する事務：１件

（注３） 協議会、機関等の共同設置、一部事務組合、広域連合の事務件数については、複数の事務を行っている場合は事務ごとに件数を計上して
いるため設置件数と一致しない場合がある。



連携協約は、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに
当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度である。
連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、分担すべき役割を
果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。連携協約に基づき、事務の委託等
により事務の共同処理を行う場合は、それぞれの事務の共同処理制度の規定に基づき規約
を定める必要がある。
連携協約に係る紛争がある場合は、自治紛争処理委員による処理方策の提示を求め、提
示を受けることができる。

地方自治法第２５２条の２

連携協約の制度概要

① 根拠法令

② 制度の概要

③ 制度活用実績

締結件数 ４６７件
うち、連携中枢都市圏の形成に係る連携協約 ３４８件（７４．５％）、その他 １１９件（２５．５％）

（令和５年７月１日現在）

Ａ市

Ｂ町 Ｃ村
連携協約

連携協約 連携協約



協議会は、普通地方公共団体の協議により定められる規約で設置される組織であるが、法人格
を有せず、協議会固有の財産又は職員を有さない。

協議会には、①事務を共同して管理執行するための「管理執行協議会」、②関係普通地方公共団
体間の連絡調整のための「連絡調整協議会」、③広域にわたる総合的な計画を共同で作成するた
めの「計画作成協議会」の３種類がある。

地方自治法第２５２条の２の２～第２５２条の６

（令和５年７月１日現在）

協議会の経費は、関係普通地方公共団体が負担・支弁し、その方法は規約で定める。

Ａ市

Ｂ町 Ｃ村
協議会

協議会の制度概要

① 根拠法令

② 制度の概要

③ 財源

④ 制度活用実績
設置件数 ２２７件
主な事務 消防５９件（２６．０％）、救急２６件（１１．５％）、広域行政計画等２２件（９．７％）

筑後地域消防通信指令事務協議会(福岡県)、他 帯広圏地方拠点都市地域協議会(北海道)、他茨城消防救急無線・指令センター運営協議会、他

※ 地方自治法第２５２条の６の２に予告脱退についての規定がある。

※ 協議会の事務件数については、複数の事務を行っている場合は事務ごとに件数を計上しているため設置件数と一致しない場合がある。



機関等の共同設置は、普通地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組織等を
普通地方公共団体の協議により定められる規約で、共同して設置するものである。

共同設置された機関等は、各地方公共団体の共通の機関等としての性格を有し、共同設置し
た機関等による管理・執行の効果は、関係普通地方公共団体が自ら行ったことと同様に、それぞ
れの普通地方公共団体に帰属する。

地方自治法第２５２条の７～第２５２条の１３

Ａ市 α委員会 Ｂ町 α委員会 Ｃ村 α委員会

α委員会

機関等

機関等の共同設置に要する経費は、関係普通地方公共団体が負担し、「規約で定める普通地方
公共団体」の歳入歳出予算に計上して支出する。

（令和５年７月１日現在）

機関等の共同設置の制度概要

① 根拠法令

② 制度の概要

③ 財源

④ 制度活用実績
設置件数 ４４５件
主な事務 介護区分認定審査128件(28.8％)、公平委員会106件(23.8％)、障害区分認定審査106件(23.8％)

北上地区介護認定審査会（岩手県）、他

※ 地方自治法第２５７条の７の２に予告脱退についての規定がある。

東京都市公平委員会（東京都）、他 長岡市・出雲崎町障害者自立支援審査会（新潟県）、他

※ 機関等の共同設置の事務件数は、複数の事務を行っている場合は事務ごとに件数を計上しているため設置件数と一致しない場合がある。



① 根拠法令
地方自治法第２５２条の１４～第２５２条の１６

② 制度の概要
事務の委託は、普通地方公共団体の事務の一部の管理執行を、他の普通地方公共団体に委ね
る制度である。
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、事務を委託する。

事務を受託した普通地方公共団体が当該事務を処理することにより、委託した普通地方公共団
体が、自ら当該事務を管理執行した場合と同様の効果を生ずる。当該事務についての法令上の責
任は、受託した普通地方公共団体に帰属することになり、委託した普通地方公共団体は、委託の
範囲内において、委託した事務を管理執行する権限を失うことになる。

Ａ市 α事務 Ｂ町α事務

③ 財源
委託事務に要する経費は、すべて委託をした普通地方公共団体は受託をした普通地方公共団
体に対する委託費として予算に計上し、受託した普通地方公共団体は委託事務に要する経費を予
算に計上して執行する。

（令和５年７月１日現在）④ 制度活用実績

事務の委託の制度概要

※ 住民基本台帳の作成に関する事務や戸籍に関する事務のように、法律により市町村のみが処理できるものとされて
いるような事務を都道府県に委託することはふさわしくない。
市町村のみが設置義務を負っている小中学校に関する事務を都道府県に委託することは可能である。

委託件数 ６，８１５件

主な事務 住民票の写し等の交付1,３３８件（19.６％）、公平委員会1,167件（17.1％）、競艇864件（12.7％）



① 根拠法令

地方自治法第２５２条の１６の２～第２５２条の１６の４

② 制度の概要

事務の代替執行は、普通地方公共団体の事務の一部の管理執行を、当該普通地方公共団体の
名において、他の普通地方公共団体に行わせる制度である。
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、事務を代替執行させる。

普通地方公共団体が他の普通地方公共団体に当該事務を代替執行させることにより、事務を任
せた普通地方公共団体が、自ら当該事務を管理執行した場合と同様の効果を生ずる。当該事務に
ついての法令上の責任は事務を任せた普通地方公共団体に帰属したままであり、当該事務を管理
執行する権限の移動も伴わない。

Ａ市 α事務 Ｂ町α事務

③ 財源

代替執行事務に要する経費は、すべて、事務を任せた普通地方公共団体が事務の代替執行を
する普通地方公共団体に対する負担金として予算に計上し、負担すべきその経費の支弁の方法
は規約の中で定める。

④ 制度活用実績

事務の代替執行の制度概要

代替執行件数 ３件
上水道に関する事務 １件（宗像地区事務組合⇒北九州市）、 簡易水道に関する事務 １件（天龍村⇒長野県）
公害防止に関する事務 １件（大崎上島町⇒広島県）

（令和５年７月１日現在）



一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために、構成団体の議会の議決を経
て、協議により規約を定め、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県
知事の許可を得て設ける特別地方公共団体である。（地方公営企業の事務を共同処理するものを「企業団」とい
う。）
一部事務組合が成立すると、共同処理するとされた事務は、構成団体の権能から除外され、一部事務組合に
引き継がれる。組合内の構成団体につき、その執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機
関は消滅する。

① 根拠法令

地方自治法第２８４条～第２９１条

② 制度の概要

③ 財源

①負担金 ②手数料 ③その他（地方債など） ※税による収入はなし。交付税は、構成団体に対して交付。

④ 設置数 ※R５．７．１現在

１，３９２件（構成団体：延べ９，２６２団体）
主な事務 ： ごみ処理387件(27.8％)、し尿処理304件(21.8％)

消防・救急各267件(19.2％)

Ｄ一部事務組合

Ａ市 α事務 Ｂ町 α事務 Ｃ村 α事務

特別地方公共団体

α事務

一部事務組合の制度概要

※ 一部事務組合の事務件数については、複数の事務を行っている場合は
事務ごとに件数を計上しているため設置件数と一致しない場合がある。

※ 地方自治法第２８６条の２に予告脱退についての規定がある。



① 根拠法令

地方自治法第２８４条、第２８５条の２、
第２９１条の２～第２９１の１３

② 制度の概要

③ 財源

①負担金 ②手数料 ③その他（地方債など） ※税による収入はなし。交付税は、構成団体に対して交付。

Ｅ広域連合
広域にわたり処理することが適当な事務

Ａ市 α事務 Ｂ町 α事務 Ｃ村 α事務

（αに関連する事務）

Ｄ県 β事務

α事務β事務

国

γ事務

権限移譲の要請

γ事務
権限移譲

④ 設置数 ※R５．７．１現在

１１７件（構成団体：延べ２，３７５団体）
主な事務 ： 後期高齢者医療５２件（４４．４％）、介護区分認定

審査４５件（３８．５％）、障害区分認定審査３０件
（２５．６％）

広域連合の制度概要

広域連合は、地方公共団体が広域にわたり処理することが適当な事務に関し、広域計画を作成し、必要な連絡
調整を図り、及び事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するために、構成団体の議会の議決を経
て、協議により規約を定め、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知
事の許可を得て設ける特別地方公共団体である。
一部事務組合と比較し、国、都道府県から直接に権限等の移譲を受けることができることや、直接請求が認め
られているなどの違いがある。
広域連合が成立すると、共同処理するとされた事務は、構成団体の権能から除外され、広域連合に引き継がれ
る。広域連合内の構成団体につき、その執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は消滅
する。

※ 広域連合の事務件数は、複数の事務を行っている場合は事務ごとに
件数を計上しているため設置件数と一致しない場合がある。



区 分 一部事務組合 広域連合 

団体の性格 ・特別地方公共団体 ・同左 

構 成 団 体 
・都道府県、市町村及び特別区 
・複合的一部事務組合は、市町村及び特別区のみ 

・都道府県、市町村及び特別区 

設置の目的
等 

・構成団体又はその執行機関の事務の一部の共同処理 
・地方公共団体が広域にわたり処理することが適当な事務に関し、広域計画
を作成し、広域計画実施のために必要な連絡調整を図り、事務の一部を 
広域にわたり総合的かつ計画的に処理するために設置。 

処理する事務 
・構成団体に共通する事務 
・複合的一部事務組合の場合は、全市町村に共通する 
 事務である必要はない。 

・広域にわたり処理することが適当である事務 
・構成団体間で同一の事務でなくてもかまわない。 

国 等 か ら の 
事務移譲等 

- 

・国又は都道府県は、その行政機関の長（都道府県についてはその執行機
関）の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、当該広
域連合が処理することとすることができる。 

・都道府県の加入する広域連合は国の行政機関の長に（その他の広域連合
は都道府県に）、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の
長の権限に属する事務の一部（その他の広域連合の場合は都道府県の事
務の一部）を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 

構成団体との
関 係 等 

- 

・構成団体に規約を変更するよう要請することができる。 
・広域計画を策定し、その実施について構成団体に対して勧告が可能。 
・広域連合は、国の地方行政機関、都道府県知事、地域の公共的団体等の
代表から構成される協議会を設置できる。 

設置の手続 
・関係地方公共団体が、その議会の議決を経た協議に
より規約を定め、都道府県の加入するものは総務大臣、
その他のものは都道府県知事の許可を得て設ける。 

・同左 （ただし、総務大臣は、広域連合の許可を行おうとするときは、国の
関係行政機関の長に協議） 

直 接 請 求 ・法律に特段の規定はない。 
・普通地方公共団体に認められている直接請求と同様の制度を設けるほか、
広域連合の区域内に住所を有する者は、広域連合に対し規約の変更につ
いて構成団体に要請するよう求めることができる。 

組 織 

・議会―管理者（執行機関） 
・複合的一部事務組合にあっては、管理者に代えて理事
会の設置が可能 

・公平委員会、監査委員は必置 

・議会―長又は理事会（執行機関） 
・公平委員会、監査委員、選挙管理委員会は必置 

議員等の選
挙 方 法 等 

・議会の議員及び管理者は、規約の定めるところにより、
選挙され又は選任される。 

・議会の議員及び長は、直接公選又は間接選挙による。 

一部事務組合と広域連合の主な相違点 
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